
違反をした船長への違反点数の付与が
令和４年２月１日より開始されました！
違反した船長には、違反点数が課され、
再教育講習を受講しなければなりません！
詳細は右のＱＲでご確認ください。

漁船におけるライフジャケット着用の有無
による海中転落者の死亡率の比較（H28～R2）
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漁業関係者の皆さんへ

原則、すべての小型漁船の乗船者に、
ライフジャケットの着用が義務付けられています！

国が安全性を確認した証である桜マークの付い
たライフジャケットを着用してください。
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